
平
成
二
十
二
年
政
令
第
二
百
三
号

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
等
の
た
め
の
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
令

内
閣
は
、
公
共
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
三
十
六
号
）

第
二
条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
二
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
国
又
は
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
整
備
す
る
公
共
建
築
物
）

第
一
条
　
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
等
の
た
め
の
建
築
物
等
に
お
け
る
木
材
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
三
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
建
築
物

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
学
校

二
　
老
人
ホ
ー
ム
、
保
育
所
、
福
祉
ホ
ー
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
社
会
福
祉
施
設

三
　
病
院
又
は
診
療
所

四
　
体
育
館
、
水
泳
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
運
動
施
設

五
　
図
書
館
、
青
年
の
家
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
社
会
教
育
施
設

六
　
車
両
の
停
車
場
又
は
船
舶
若
し
く
は
航
空
機
の
発
着
場
を
構
成
す
る
建
築
物
で
旅
客
の
乗
降
又
は
待
合
い
の

用
に
供
す
る
も
の

七
　
高
速
道
路
（
高
速
道
路
株
式
会
社
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
高
速

道
路
を
い
う
。
）
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利
便
に
供
す
る
た
め
の
休
憩
所

（
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
特
例
の
償
還
期
間
）

第
二
条
　
法
第
十
九
条
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
十
二
年
以
内
と
す
る
。

（
国
有
試
験
研
究
施
設
の
減
額
使
用
）

第
三
条
　
法
第
二
十
一
条
の
国
有
の
試
験
研
究
施
設
は
、
消
防
庁
消
防
大
学
校
の
試
験
研
究
施
設
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
国
有
の
試
験
研
究
施
設
は
、
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
共
建
築
物
に
係
る
同
条
第
四

項
に
規
定
す
る
建
築
用
木
材
の
生
産
に
関
す
る
試
験
研
究
で
当
該
国
有
の
試
験
研
究
施
設
を
使
用
し
て
行
う
こ
と

が
当
該
試
験
研
究
を
促
進
す
る
た
め
特
に
必
要
で
あ
る
と
農
林
水
産
大
臣
が
認
定
し
た
も
の
を
行
う
者
に
対
し
、

時
価
か
ら
そ
の
五
割
以
内
を
減
額
し
た
対
価
で
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
し
必
要
な
手
続
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
本
部
の
庶
務
）

第
四
条
　
木
材
利
用
促
進
本
部
（
次
条
に
お
い
て
「
本
部
」
と
い
う
。
）
の
庶
務
は
、
林
野
庁
林
政
部
木
材
利
用
課

に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
本
部
の
運
営
）

第
五
条
　
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
木
材
利
用
促
進
本
部
長
が
本
部
に

諮
っ
て
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
二
九
日
政
令
第
二
七
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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